
指定濫用防止医薬品の販売規制が強化されます！

・エフェドリン
・コデイン
・ジヒドロコデイン
・ジフェンヒドラミン（追加）

以下に掲げるもの、その⽔和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤（外⽤剤を除く）※１

指定濫⽤防⽌医薬品

【令和８年厚⽣労働省告⽰第32号、令和８年２⽉13⽇付医薬発0213第1号厚⽣労働省医薬局⻑通知】

⼤阪府健康医療部⽣活衛⽣室薬務課

・デキストロメトルファン（追加）
・プソイドエフェドリン
・ブロモバレリル尿素
・メチルエフェドリン

指定濫⽤防⽌医薬品の販売⽅法

表⽰※2 18歳未満 18歳以上

⼤容量の
製品

要 確認
or

要 確認
販売禁止 対⾯orオンライン※3

⼩容量※4

の製品 要確認 対⾯orオンライン※3 対⾯、オンライン※3or
通常のインターネット販売等

【医薬品医療機器等法第36条の11第３項、同法施⾏規則第159条の18の６】

※令和８年５⽉１⽇施⾏

※2:施⾏から１年以内に製造販売をされた製品の表⽰は、施⾏の⽇から起算して３年間の経過措置期間あり
※3:映像及び⾳声の送受信により相⼿の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な⽅法（例︓ビデオ通話）
※4:５⽇分。ただし、効能⼜は効果によっては7⽇分（令和８年厚⽣労働省告⽰第33号、令和８年２⽉13⽇付医薬発0213第２号厚⽣労働省医薬局⻑通知を参考）

販売時の書⾯による情報提供事項
要指導医薬品等でそれぞれ定められている情報提供を⾏う事項（法第36条の６等）に加え、

濫⽤した場合における保健衛⽣上の危害の発⽣のおそれがある旨
【医薬品医療機器等法第36条の11第１項、同法施⾏規則第159条の18の3】

年齢及び⽒名（⽒名は、年齢が18歳未満の場合）
他の薬剤⼜は医薬品の 使用の状況
他の薬局、店舗等での指定濫⽤防⽌医薬品の 購⼊状況
⼤容量製品⼜は複数個を購⼊しようとする場合は、その 理由

販売時の確認事項

【医薬品医療機器等法第36条の11第２項、同法施⾏規則第159条の18の５】

薬剤師・登録販売者向け対応できていますか？

等

情報提供ができない場合や適正な使⽤を確保することができない場合には、
販売してはいけません。
情報提供ができない場合や適正な使⽤を確保することができない場合には、
販売してはいけません。 【医薬品医療機器等法第36条の11第４項】

※1:⽣薬を主たる有効成分とする製剤は含まない
ジヒドロコデインセキサノール⼜はリン酸ヒドロコデインセキサノールを有効成分として配合する製剤は、指定濫⽤防⽌医薬品となる



薬務課のホームページも
参考にご確認ください︕

https://www.pref.osaka.lg.jp/
o100100/yakumu/odshikakumuke.html

https://www.pref.osaka.lg.jp/o090110/
koseishonen/osaka_sns/soudan.html

⼦ども向け相談先

お困りの⽅に気づいたら
相談窓⼝をご紹介ください

http://kokoro-osaka.jp/jisatsuboushir4/
heartsupportpj01.html

こころの悩み

担当︓⼤阪府健康医療部保健医療室地域保健課

⼤阪府 悩みの相談窓⼝⼀覧
Ⓒ2014 ⼤阪府もずやん

さまざまな悩みに応じた相談窓⼝があります
https://www.pref.osaka.lg.jp/o100220/kokoronokenko/soudankikan/jisatsu_soudan.html

⼤阪府ホームページ⼤阪こころナビ ホームページ

⼤阪府ホームページ

やめたくてもやめられない
おおさか依存症ポータルサイト
http://www.oatis.jp/

担当︓⼤阪府健康医療部保健医療室地域保健課

医薬品を販売する皆様の対策が
濫用の防止につながります！

1.2m 7m以内

施錠

or

侵⼊防⽌ ⽬の届く範囲

or

【医薬品医療機器等法第57条の２第４項、同法施⾏規則第218条の５、薬局等構造設備規則第１条第13号、第２条第12号】

【医薬品医療機器等法施⾏規則第159条の18の７】

指定濫⽤防⽌医薬品の陳列⽅法 （第２類医薬品、第３類医薬品に限る※5）

指定濫⽤防⽌医薬品販売等⼿順書の作成

販売⼜は授与の⽅法に関する⼿順
情報提供及び確認に関する⼿順
陳列に関する⼿順
頻回購⼊・多量購⼊を希望する購⼊希望者への対応の⼿順

薬剤師等の
継続的配置

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の⼀部を改正する法律等の施⾏等について（公布の⽇から起算して
１年を超えない範囲内において政令で定める⽇（令和８年５⽉１⽇）施⾏事項関係）（令和７年12⽉26⽇付医薬発1226第２号）

・指定濫⽤防⽌医薬品の販売等について（令和７年12⽉26⽇付医薬発1226第16号）
・指定濫⽤防⽌医薬品の販売等に係る質疑応答集（Ｑ＆Ａ）について（令和８年１⽉30⽇付事務連絡）

・販売記録の作成
・販売対応を⾏う薬剤師等が業務に⽤いる帳簿
等を活⽤した申し送り事項の作成

・お薬⼿帳を⽤いた対応
・会員情報などに登録された販売情報の活⽤

例

※5 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び第１類医薬品に分類される指定濫⽤防⽌医薬品は、
それぞれの区分に応じ、法令で定められた陳列⽅法に従って陳列すること

等

参考

掲⽰事項に 「指定濫⽤防⽌医薬品の販売に関する情報」 の追加が必要です︕
【医薬品医療機器等法第９条の５及び第29条の４並びに同法施⾏規則第15条の15、第147条の12及び別表第⼀の⼆】

https://www.pref.osaka.lg.jp/
https://www.pref.osaka.lg.jp/o090110/
http://kokoro-osaka.jp/jisatsuboushir4/
https://www.pref.osaka.lg.jp/o100220/kokoronokenko/soudankikan/jisatsu_soudan.html
http://www.oatis.jp/

